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八千代市で投票できる人
　次の２つの要件を満た
す人が投票できます。▶
平成19年３月17日までに
生まれた日本国民　▶６
年12月１日までに本市に
転入の届け出をし、引き
続き３か月以上住民基本
台帳に登録され、本市の
選挙人名簿に登録されている人
※県外へ転出した人は投票できません。
※６年11月27日～12月１日に転入の届け出を
した人が期日前投票を行えるのは、３月１日
㈯以降です。ご注意ください。
■県内で住所を変更した人
　投票するには、次のいずれの場合でも市区
町村で発行する「引き続き県内に住所を有す
ることの証明書」の提示をするか、投票所で
「引き続き県内に住所を有することの確認」
を申請する必要があります。
　本市での「引き続き県内に住所を有する
ことの証明書」の発行は、戸籍住民課 421-
6719へお問い合わせください。
県内の市町村から八千代市へ転入
　６年12月２日以降に本市に転入の届け出を
した人は、前住所地（選挙人名簿に登録されて
いる前住所地）での投票となります。前住所地
の選挙管理委員会へお問い合わせください。
八千代市から県内の市町村へ転出
　本市の選挙人名簿に登録されていれば、本
市で投票できます。新住所地で選挙人名簿に
登録された人は、本市で投票できません。詳し
くは選挙管理委員会へお問い合わせくださ
い。

期日前投票・不在者投票
■期日前投票
　投票日に仕事などで投票に行けない場合、
期日前投票ができます。投票を円滑に行うた
め、「投票所入場整理券」の裏面にある「期
日前投票宣誓書」をあらかじめ記入し、お越
しください。
期日前投票所名 開設日時

八千代市役所／
２階第１会議室

２月28日㈮～３月15日㈯
午前８時30分～午後８時

ユアエルム八千代台店／
３階エルムスペース

３月９日㈰～15日㈯
午前10時～午後８時

イオンモール八千代緑が丘／
３Ｆ専門店ミーティングル
ーム

フルルガーデン八千代／
２Ｆみんなのコミュニティ

■指定病院などでの不在者投票
　都道府県の選挙管理委
員会が指定した病院や施
設に入院・入所している
人は、病院や施設の長に
申し出ると、その場所で不在者投票ができま
す。入院・入所先へご確認ください。
■ 郵便などによる不在者投票の投票用紙の請
求は３月12日㈬まで
　身体障害者手帳や戦傷病者
手帳を持っていて、障害の内
容と程度が一定の要件に該当
する人や、介護保険被保険者
証に「要介護５」と記載され
ている人は、郵便などによる不在者投票がで

きます。投票に関する記載を代わって行わせ
る代理記載制度もあります。詳しくは選挙管
理委員会へお問い合わせください。
■滞在先での不在者投票
　選挙日に長期出張などで市外に滞在してい
る人は、本市選挙管理委員会に投票用紙など
の交付を請求し、滞在する市区町村の選挙管
理委員会で不在者投票ができます。手続きに
時間がかかるので、早めに請求してください。
■代理投票・点字投票
　投票用紙に候補者名を自分で書けない人は
代理投票ができます。意思表示の方法（口頭
での係員への伝達、氏名の掲示の指差しや係
員が指差しした氏名に対する頷きなど）につ
いては、係員にお伝えください。
　目が不自由な人は点字投票ができます。氏
名の掲示の読み聞かせを希望する人は係員に
お申し出ください。なお、付添人も投票所に
一緒に入ることはできますが、投票には関与
できません。

「入場整理券」は順次封書で郵送
　世帯主宛にて有権者全員分を送付します。
投票の際はご自分のものをお持ちください。

選挙公報は新聞折り込みや
ホームページなどで
　選挙公報は選挙期日２日前までに、朝日・
産経・千葉日報・東京・日本経済・毎日・読
売の各新聞に折り込んで配布します。市役所、
支所・連絡所、公民館、図書館、ふるさとス
テーション、ふれあいプラザ、市内各駅など
にも設置します。市ホームページからも見る
ことができます。新聞未購読の世帯で新たに
配布を希望する人は、選挙管理委員会へ。

お問い合わせは、選挙管理委員会 483-1151（代表）へ。

３月16日●日は千葉県知事選挙の投票日
午前７時～午後８時午前７時～午後８時
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投票時間
期日前投票

2月28日㈮開始


